
一
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
、
総
合
福

祉
会
館
の
管
理
事
務
室
内
に
第
四
証

明
交
付
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
す
。

業
務
開
始
は
四
月
一
日
�
か
ら
。
こ

こ
で
は
戸
籍
に
関
係
す
る
各
種
証
明

書
や
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証

明
書
な
ど
の
交
付
、
年
金
の
現
況
届

の
認
証
、
市
税
の
各
種
証
明
書
の
交

付
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
証
明
書
は
市
役

所
市
民
課
・
市
民
税
課
窓
口
や
各
支

所
・
出
張
所
、
第
二
・
第
三
・
第
五

の
各
証
明
交
付
コ
ー
ナ
ー
で
も
交
付

し
て
い
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
市
民
課
�
８
９

０
―
６
１
０
２
へ
。

対
象
資
産
の
課
税
台
帳
が
閲
覧
で
き

ま
す
。
こ
の
制
度
は
四
月
一
日
�
か

ら
適
用
。
閲
覧
は
有
料
で
す
（
た
だ

し
、
納
税
義
務
者
は
四
月
一
日
か
ら

三
十
日
ま
で
は
無
料
）。

場
所
＝
市
役
所
２
階
資
産
税
課

対

象
＝
納
税
義
務
者
、
納
税
義
務
者
と

同
一
世
帯
の
親
族
、
納
税
管
理
人
、

相
続
人
（
相
続
人
代
表
者
以
外
は
相

続
関
係
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
）、

法
定
代
理
人
（
権
利
関
係
を
証
明
す

る
書
類
が
必
要
）、
借
地
・
借
家
（
有

償
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
権
利
関
係

を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
）、
固
定
資

産
の
処
分
を
す
る
権
利
が
あ
る
人
と

し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
人
（
権
利

関
係
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
）、
納

税
義
務
者
な
ど
か
ら
の
委
任
を
受
け

た
人
（
委
任
状
が
必
要
）

そ
の
他

＝
納
税
義
務
者
な
ど
で
あ
る
こ
と
を

確
認
で
き
る
運
転
免
許
証
な
ど
や
納

税
通
知
書
、
権
利
関
係
を
証
明
す
る

書
類
を
用
意

期
間
＝
４
月
１
日
�
〜
30
日
�
の
執

務
時
間
内
　
場
所
＝
市
役
所
２
階
資

産
税
課
　
対
象
＝
納
税
者
、
納
税
者

と
同
一
世
帯
の
親
族
、納
税
管
理
人
、

相
続
人
（
相
続
人
代
表
者
以
外
は
相

続
関
係
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
）、

法
定
代
理
人
（
権
利
関
係
を
証
明
す

る
書
類
が
必
要
）、
納
税
者
か
ら
の

委
任
を
受
け
た
人（
委
任
状
が
必
要
）

そ
の
他
＝
納
税
者
で
あ
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
運
転
免
許
証
な
ど
や
納
税

通
知
書
、
権
利
関
係
を
証
明
す
る
書

類
を
用
意

□
課
税
台
帳
の
閲
覧
制
度

今
回
の
制
度
改
正
で
、
課
税
台
帳

の
閲
覧
制
度
が
法
律
で
定
め
ら
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
同
様
、
納
税
義
務

者
は
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
自
分
の

資
産
を
確
認
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

借
地
・
借
家
人
な
ど
も
借
地
・
借
家

□
新
た
な
縦
覧
制
度

こ
れ
ま
で
の
縦
覧
制
度
は
、
固
定

資
産
税
の
納
税
義
務
者
な
ど
が
固
定

資
産
課
税
台
帳
の
自
分
の
資
産
が
記

載
さ
れ
た
部
分
に
限
っ
て
縦
覧
で
き

ま
し
た
。

新
た
な
縦
覧
制
度
で
は
、
縦
覧
帳

簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
ほ
か
の
土

地
や
家
屋
の
評
価
額
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
土
地
の
納
税
者
は
「
土

地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
を
、
家
屋
の

納
税
者
は「
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」

に
限
り
縦
覧
で
き
ま
す
。

こ
れ
で
、
納
税
者
は
本
人
が
所
有

す
る
以
外
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額

な
ど
が
確
認
可
能
に
。
評
価
額
を
比

較
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
土
地
や
家

屋
の
評
価
額
が
適
正
か
ど
う
か
判
断

で
き
ま
す
。
縦
覧
は
無
料
で
す
。
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家屋などの評価も分かりやすく

納
税
者
の
皆
さ
ん
の
信
頼
や
評
価
・
課
税
の
適
正
さ
、

公
平
性
を
さ
ら
に
確
保
す
る
た
め
に
、
固
定
資
産
税
の

縦
覧
制
度
な
ど
が
変
わ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
新
た
な
制

度
の
概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、
実
施
は
主
に
平
成
十
五
年
度
課
税
分
か
ら
で

す
。 情

報
を
公
開
し
て

も
っ
と
分
か
り
や
す
く

固
定
資
産
税
の
縦
覧
制
度
な
ど
が
変
わ
り
ま
す

住
民
票
な
ど
の
証
明
書

総
合
福
祉
会
館
で
も
交
付

三
月
、
四
月
の
年
度
替
わ
り
の
時

期
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
住
所
異
動

な
ど
の
届
け
出
が
多
く
な
り
、
市
民

課
窓
口
な
ど
が
大
変
込
み
合
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
休
日
に
市
役

所
の
窓
口
を
開
き
ま
す
。

平
日
に
来
庁
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
人
は
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
３
月
16
日
・
23
日
・
30
日
・

４
月
６
日
�
（
収
納
課
窓
口
は
３
月

23
日
、
城
南
支
所
・
学
務
課
窓
口
は

３
月
30
日
・
４
月
６
日
の
み
）、
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
　
開

設
窓
口
・
取
り
扱
い
業
務
・
問
い
合

せ
＝
左
表
の
と
お
り
（
税
証
明
の
発

行
は
行
い
ま
せ
ん
）

混
雑
期
に
合
わ
せ
て
開
き
ま
す

日
曜
に
市
民
課
な
ど
の
窓
口

開設する日曜窓口

開設窓口 取り扱い業務 問い合わせ

市民課

・転入・転出・転居届、印鑑登
録などの受け付け
・住民票の写し、戸籍に関する
証明書および印鑑登録証明
書などの発行
・戸籍に関する届の受領
・外国人登録に関する届の受
け付けなど

�890-6106

国保年金課

・退職者医療制度加入手続き
・老人医療給付・乳幼児医療
費支給手続き
・国民年金に関する手続きなど

�890-6250

�890-6253

�890-6254

城南支所

・印鑑登録申請、外国人登録
業務の受け付けを除く市民課
取り扱い業務
・国保年金課取り扱い業務
・児童手当受給申請
・税の収納など

�268-2111

児童家庭課
・児童手当・児童扶養手当の
受給申請
・保育所の入所手続きなど

�890-6277

学務課
・小中学校の転校手続きなど
（学校へは翌日の月曜に書類
を提出）

�890-5812

収納課 ・税の収納 �890-6229


